
指 名 競 争 入 札 の 業 者 選 定 要 綱  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は ， 上 下 水 道 局 が 発 注 す る 工 事 ま た は 製 造 の 請 負  

お よ び 委 託 （ 以 下 「 工 事 等 」 と い う 。 ） の 競 争 入 札 参 加 者 に 必 要  

な 資 格 ， 格 付 ， 指 名 等 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 審 査 の 方 法 ）                  

第 ２ 条  工 事 等 の 契 約 を 希 望 す る 業 者 は ， 別 に 定 め る 要 領 に よ り 入  

札 参 加 資 格 審 査 申 請 書 （ 以 下 「 入 札 参 加 願 」 と い う 。 ） を 管 理 者  

が 定 め る 期 日 ま で に 管 理 者 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し ，  

管 理 者 が 期 日 後 に お い て も 特 に 必 要 が あ る と 認 め た 場 合 は ， 入 札  

参 加 願 を 受 理 す る こ と が で き る 。  

２  前 項 の 規 定 に 基 づ い て 提 出 さ れ た 入 札 参 加 願 に つ い て は ， 客 観  

的 に そ の 内 容 を 審 査 す る と と も に ， 工 事 の 請 負 契 約 を 希 望 す る 業  

者 （ 以 下 「 建 設 業 者 」 と い う 。 ） に あ っ て は ， 建 設 業 法 （ 昭 和 ２  

４ 年 法 律 第 １ ０ ０ 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 ２ ７ 条 の ２ ３ に 定  

め る 経 営 に 関 す る 事 項 の 審 査 の 項 目 に 従 っ て 審 査 を 行 う も の と す  

る 。  

３  建 設 業 者 で ， 法 第 ２ ７ 条 の ２ ３ の 規 定 に 基 づ く 経 営 に 関 す る 事  

項 に つ い て 都 道 府 県 知 事 の 審 査 を 受 け て い な い も の は ， 入 札 参 加  

願 を 提 出 す る こ と が で き な い 。  

 （ 建 設 業 者 の 格 付 ）  

第 ３ 条  建 設 業 者 の 格 付 は ， 前 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ く 審 査 に よ り  

計 算 し た 総 合 数 値 に 基 づ き 別 表 に 定 め る と こ ろ に よ り 格 付 し ， 入  

札 参 加 者 審 査 委 員 会 （ 以 下 「 委 員 会 」 と い う 。 ） の 審 議 を 経 て 定  

め る 。  

２  前 項 の 格 付 は 原 則 と し て 市 内 業 者 （ 本 店 を 市 内 に 有 す る 者 を い  

う 。 ） に つ い て 行 う も の と し ， 準 市 内 業 者 （ 本 店 を 市 外 に ， 営 業  

所 を 市 内 に 有 す る 者 を い う 。 ） ， 市 外 業 者 （ 本 店 ま た は 営 業 所 を  

市 内 に 有 し な い 者 を い う 。 ） に つ い て は 必 要 に 応 じ て 行 う も の と  

す る 。  



（ 格 付 け の 調 整 ）  

第 ４ 条  入 札 参 加 願 を 提 出 し た 建 設 業 者 が 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る  

場 合 は ， 管 理 者 は ， 等 級 の 格 付 を 調 整 す る こ と が で き る 。  

⑴  新 規 に 入 札 参 加 願 を 提 出 し た 建 設 業 者 は ， 最 下 位 の 等 級 を 除  

き ， 算 定 さ れ た 総 合 点 数 に 基 づ く 等 級 よ り １ 等 級 下 位 の 等 級 に 格  

付 す る 。  

⑵  昇 格 （ 従 前 に 格 付 さ れ て い た 等 級 よ り 上 位 の 等 級 に 格 付 す る  

場 合 ） は ， ２ 年 間 連 続 し て 上 位 の 等 級 に 相 応 す る 絵 合 点 数 が 算 定  

さ れ た 場 合 に １ 等 級 上 位 の 等 級 に 格 付 す る 。  

⑶  前 年 度 の 等 級 に 比 較 し て ２ 等 級 以 上 上 位 の 総 合 点 数 が 算 定 さ  

れ た 場 合 で あ っ て も １ 等 級 の み 昇 格 す る 。  

⑷  降 格 （ 従 前 に 格 付 さ れ て い た 等 級 よ り 下 位 の 等 級 に 格 付 す る  

場 合 ） は ， ２ 年 間 連 続 し て 下 位 の 等 級 に 相 応 す る 総 合 点 数 が 算 定  

さ れ た 場 合 に お い て ， 前 年 度 の 等 級 に 比 較 し て １ 等 級 以 上 下 位 の  

総 合 点 数 が 算 定 さ れ た と き は ， 当 該 等 級 下 位 の 等 級 に 格 付 す る 。  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず ， 管 理 者 が 特 に 必 要 と 認 め た 場 合 は ，  

こ の 限 り で な い 。  

 （ 指 名 の 公 正 ）  

第 ５ 条  指 名 競 争 入 札 の 指 名 に 当 た っ て は ， 一 部 の 業 者 に 偏 重 す る  

こ と な く ， 中 小 企 業 の 保 護 ・ 育 成 に 留 意 し ， 特 に 不 公 平 と な ら な  

い よ う 適 格 業 者 の う ち か ら 公 正 に 指 名 す る も の と す る 。  

 （ 指 名 の 方 法 ）                              

第 ６ 条  指 名 競 争 入 札 の 指 名 に 当 た っ て は ， 入 札 参 加 願 を 受 理 し た  

業 者 の う ち か ら 選 定 す る も の し ， 特 別 の 理 由 が あ る 場 合 を 除 き ，  

次 の 順 位 に よ り 指 名 す る も の と す る 。  

⑴  市 内 業 者  

⑵  準 市 内 業 者  

⑶  市 外 業 者  

２  前 項 の 規 定 に よ り 建 設 業 者 を 指 名 す る と き は ， 別 表 に 定 め る 工  

事 設 計 金 額 に 基 づ い て ， 同 表 に 定 め る 等 級 区 分 に よ っ て 当 該 等 級  



に 格 付 さ れ た 業 者 の う ち か ら 選 定 す る も の と す る 。  

 （ 選 定 の 基 準 ）  

第 ７ 条  前 条 の 規 定 に よ り 入 札 参 加 者 を 選 定 す る 場 合 ， 次 の 各 号 に  

掲 げ る 事 項 を 審 査 し て 選 定 す る も の と す る 。  

⑴  不 誠 実 な 行 為 の 有 無  

⑵  経 営 状 況  

⑶  過 去 の 工 事 等 の 成 績  

⑷  地 理 的 条 件 お よ び 既 成 工 事 等 と の 関 連  

⑸  技 術 的 適 正 お よ び 機 械 設 備 の 状 況  

⑹  指 名 時 に お け る 上 下 水 道 局 発 注 工 事 等 に 係 る 当 該 年 度 の 指 名  

件 数 お よ び 手 持 工 事 等 の 状 況  

２  前 項 第 ６ 号 に お い て ， 既 に 同 規 模 以 上 の 工 事 等 に つ い て ， 上 下  

水 道 局 と 請 負 契 約 を 締 結 し て い る 業 者 で あ っ て ， そ の 工 事 等 の 進  

捗 状 況 が ５ ０ パ ー セ ン ト 未 満 で あ る も の は ， 指 名 す る こ と が で き  

な い 。 た だ し ， 新 規 工 事 等 の 受 注 能 力 が あ る と 認 め ら れ る 業 者 は ， 

こ の 限 り で な い 。  

 （ 選 定 の 特 例 ）  

第 ８ 条  次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る 場 合 は ， 前 ２ 条 の 規 定 に か か わ ら  

ず 適 正 な 業 者 を 選 定 す る こ と が で き る 。  

⑴  特 殊 な 機 械 お よ び 技 術 を 必 要 と す る 工 事 等 で あ る 場 合  

⑵  災 害 時 に お け る 応 急 復 旧 工 事 等 で あ る 場 合   

⑶  試 験 の た め 施 行 す る 工 事 等 で あ る 場 合  

⑷   市 域 外 で 施 行 す る 工 事 等 で あ る 場 合  

⑸  過 去 に 優 良 な 施 工 成 績 を お さ め た 工 事 等 と 密 接 な 関 連 の あ る  

工 事 等 ま た は 継 続 し て 施 行 す る 工 事 等 で あ る 場 合  

⑹  前 年 度 に お い て 上 下 水 道 局 と の 間 に 工 事 等 と 同 規 模 以 上 の  

施 行 実 績 の あ る 業 者 で あ る 場 合  

⑺  前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か ， 委 員 会 に お い て 特 に 必 要 と 認 め  

ら れ た 業 者 で あ る 場 合  

（ 指 名 定 数 ）  



第 ９ 条  指 名 競 争 入 札 に お け る 指 名 業 者 の 数 は ， 次 の 各 号 に 掲 げ る  

と お り と す る 。  

⑴  建 築 ・ 土 木 ・ 水 道 施 設 工 事 の 入 札  

    設 計 金 額  ５ 百 万 円 未 満 の も の  ６ 業 者 以 上  

５ 千 万 円 未 満 の も の  ８ 業 者 以 上  

５ 億 円 未 満 の も の  １ ０ 業 者 以 上  

５ 億 円 以 上 の も の  １ ２ 業 者 以 上  

⑵  建 築 ・ 土 木 ・ 水 道 施 設 工 事 以 外 の 入 札 に あ っ て は ， 設 計 金 額  

に 関 係 な く ６ 業 者 以 上 と す る 。 た だ し ， 指 名 可 能 な 業 者 数 が ６ 業  

者 に 満 た な い 場 合 は ， こ の 限 り で な い 。  

（ 指 名 停 止 ）  

第 １ ０ 条  入 札 参 加 者 の 指 名 停 止 に つ い て 必 要 な 事 項 は ， 別 に 定 め  

 る 。  

（ 補 則 ）  

第 １ １ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か ， 必 要 な 事 項 は 委 員 会 に 諮  

っ て 定 め る 。  

   付  則                            

こ の 要 綱 は ， 昭 和 ５ ７ 年 ５ 月 １ ３ 日 か ら 実 施 す る 。  

   付  則  

こ の 要 綱 は ， 平 成 ６ 年 ８ 月 １ 日 か ら 実 施 す る 。  

付  則  

こ の 要 綱 は ， 平 成 １ ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  

こ の 要 綱 は ， 平 成 １ ４ 年 ４ 月 ２ ２ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  

こ の 要 綱 は ， 平 成 １ ６ 年 ８ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  

こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 


